
日本学生支援機構 貸与奨学金

「継続・辞退手続き」及び
「適格認定」について

文教大学



①適格認定とは？

学生から提出された継続願と学業成績に基づき、奨学金継続の可
否を判断します。大学が内容を確認し、日本学生支援機構が最終
的な認定を行います。

以下のような場合は奨学生としての資格は「廃止」

・期日までに継続願の提出がない
・2024年度の修得単位数により、4年間での卒業が
難しいと判断された
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①適格認定とは？

【継続願について】

！注意！
☑第一種・二種を併用貸与している場合は、
両方の奨学生番号で手続きが必要。

☑給付奨学金と第一種奨学金を併用しており、
第一種奨学金の貸与月額が0円となっている場合も、

手続きが必要。

次年度の貸与継続意思確認のため「継続願」の提出が必要です。
継続を希望しない場合でも、手続きを行わないと貸与奨学金とし
ての資格を失います。
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①適格認定とは？

【継続願について】

1月15日（水）までに所属校舎の
学生課/教育支援課へ相談する

2025年2月分までで奨学金の辞退を希望する場合…
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①適格認定とは？

【適格認定（学業）について】
以下の基準に基づき大学が日本学生支援機構へ報告します。

（スケジュール等はP.14参照）

認定区分 2025年度奨学金貸与
【参考】適格認定学力基準
2024年度修得単位数

備考

廃止
なし
（支援が終了します）

3単位以下

警告

あり
（成績が向上しない場合、
支援が停止される可能性が
あります）

文学部、健康栄養学部：4～16単位
それ以外：4～15単位

2025年度初回振込日
4月21日（月）

継続 あり 廃止、警告に該当しない者
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②継続願の提出方法

2024年12月16日（月）～
2025年1月15日（水）

※2024年12月29日～2025年1月3日はシステム停止のため利用できません。

期限厳守！

【入力期間】
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②継続願の提出方法

【入力の前に…】
「準備用紙」を確認する

→「準備用紙」は学生課/教育支援課HPに掲載

！注意！
☑第一種・二種を併用貸与している場合は、
両方の奨学生番号で手続きが必要。

☑給付奨学金と第一種奨学金を併用しており、
第一種奨学金の貸与月額が0円となっている場合も、

手続きが必要。
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②継続願の提出方法

【入力の前に…】

準備用紙記載の注意書きをよく読むこと
→学生課/教育支援課HPに掲載

準備用紙と説明資料を確認しながら
入力下書きを準備しましょう。
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②継続願の提出方法

スカラネットパーソナル（PS）について
URL:https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/mypage/

◎初めて利用する場合
奨学生番号や奨学金振込口座情報を準備し、
新規登録をする。

◎IDやパスワードを忘れた場合
スカラネット・パーソナルの画面から
再設定を行ってください。

【入力の前に…】
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②継続願の提出方法

【入力の前に…】
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スカラネットPSにログイン後、
「貸与額通知」を確認する
→貸与額が適切かどうかを見直し、

必要に応じて貸与月額の変更を検討してください。



②継続願の提出方法

【入力時の注意事項】

次年度も奨学金を
継続したい

今年度3月で貸与を
終了したい

「奨学金の継続を希望します」を選択

「奨学金の継続を希望しません」を選択

→ここで入力は終了
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②継続願の提出方法

【入力時の注意事項】
◎学費の入力金額（授業料+教育充実費）

教育
学校教育課程
発達教育課程

人間科学
文(外国語除く)

情報
国際
経営

文（外国語） 健康栄養

１年次 111万円 104万円 120万円 124万円

２年次 112万円 105万円 121万円 125万円

３年次 113万円 105万円 121万円 125万円

４年次 114万円 106万円 122万円 126万円 12



②継続願の提出方法

【入力後は…】

入力後に表示される受付番号は
必ず画像データで保存

（スクリーンショットを取る）
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手続き完了！
※手続き完了後でも、1月15日（水）までは訂正が可能



③継続願提出から適格認定終了までの流れ

1月～２月
継続願の内容について確認事項がある場合は、大学から連絡することがあります。
（B!bb’sまたは電話等）

３月
大学で継続願の内容と学業成績等で審査を行い、日本学生支援機構に報告
→日本学生支援機構が処置決定

４月上旬
（予定）

B!bb’sで適格認定結果を通知
→辞退・廃止・警告・貸与月額の減額指導となった場合は、別途手続きが必要です。
※辞退・廃止となった者→貸与終了に係る手続き
警告に該当した者→処置通知の交付
貸与月額の減額指導対象者→面談等の実施（減額希望者は併せて月額変更願を提出）
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